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１．はじめに 

 PTAB（Patent Trial and Appeal Board）が設立されてから 2017年 9月 16日で 5年になりま

した。米国において特許付与後の手続は、訴訟への前段階とも言われ、今後、特許戦略上、ます

ます重要視されています。 

 

2017年 9月 18日までに、IPR（"inter partes review"）の累積請求件数は 6,878件にのぼり、

PGR（"post grant review"）の累積請求件数は 77件であり、CBM（"covered business method"）

の累積請求件数は 524件です。2013年度～2015年度の最初の 3 年間は、上記三つの特許付

与後手続の請求件数の変化率が大きく変わりましたが、それ以降は、ほぼ横ばいで推移して

います。2013年度では、約 500件を少し超える程度であったのが、2014 年度では、約 1,500

件にまで増加し、2015年度～2017年度では、1,500件と 2,000件との間で推移しています。 

 

特許付与後の手続は、請求したからといって、PTABが審理を開始するとは限りません。PTAB

は、審理を開始すべきと判断した場合にのみ、審理を開始し、1年以内に決定を下すことになっ

ています。審理の結果、全ての特許クレームが維持されるか、全ての特許クレームが無効と認定

されるか、あるいは、一部の特許クレームのみが維持されます。なお、審理中に当事者間で和解

した場合、審理は終結されます。 

 

PTABによる決定に不服がある場合、当事者は CAFCに控訴することが可能です。このように

CAFCに控訴された件数やその結果に関する最近の統計データについて、以下に説明します。 
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